
請求書の押印省略に関するQ＆A

№ 質問 回答

対象となるもの

1

　押印が省略できる書類は何ですか。 　令和７年４月１日以降に発行される請求書が対象となりま

す。

　ただし、法令や規則等により押印が義務付けられているもの

は対象外となります。詳しくは、担当課にご確認ください。

2

　電子メールやファックスで請求書を

提出してもよいですか。

　請求書は、電子メールやファックスによる提出も可能です

が、個別の可否については、担当課にご確認ください。

　また、正当な請求書が鮮明に読み取れるものに限ります。

　送信先のメールアドレス、ファックス番号は、担当課にご確

認願います。

3
　従来どおり、請求書に押印し、郵送

や持参してもよいですか。

　押印された請求書の取扱いに変更はありません。押印した請

求書は、従来どおり原本を提出してください。

押印省略の方法

4

　押印省略する場合の代替方法を教え

てください。

　請求書に「発行責任者及び担当者」の欄を設け、役職（所

属）、氏名及び連絡先（電話番号）を必ず記載してください。

　手書きの場合は、消せないボールペン等で記載してくださ

い。

5

　発行責任者とは誰ですか。 　発行責任者は発行部門の長などが想定されますが、役職に関

わらず、請求書を発行するにあたり責任を有する方のことをい

います。

6

　発行責任者と担当者が同じ場合は、

どのように記載するのですか。

　「発行責任者及び担当者」として役職・氏名及び連絡先（電

話番号）を記載するか、発行責任者の役職・氏名及び連絡先

（電話番号）を記載し、担当者は同上と記載するするなど、同

一であることがわかるように記載してください。

7

　代表者、発行責任者、担当者が全て

同じ場合、発行責任者及び担当者はど

のように記載するのですか。

　請求書の要件である代表者の職名・氏名に加えて連絡先（電

話番号）を記載していただきます。

　発行担当者及び担当者欄は、「債権者に同じ」と記載してく

ださい。

8

　発行責任者や担当者の氏名につい

て、苗字のみの記載や押印でもよいで

すか。

　必ず氏名（フルネーム）を記載してください。

　役職がある場合は、役職も記載してください。

9
　連絡先（電話番号）は、携帯電話で

もよいですか。

　固定電話としてください。ただし、固定電話を設置していな

い場合は、携帯電話を記載してください。

10
　連絡先はメールアドレスでもよいで

すか。

　請求書に不明な点があった場合に、直接連絡をする必要があ

ることから、電話番号を記載してください。
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11

　押印した請求書を電子メールや

ファックスで提出する場合、「発行責

任者及び作成担当者の役職、氏名、連

絡先」は記載しなくてもよいですか。

　電子メールやファックスで提出していただく場合は、印影の

有無に関わらず、「発行責任者及び担当者の役職（所属）、氏

名、連絡先（電話番号）」の記載が必要となります。

電子メールによる提出

12
　請求書をメールで提出する場合、

ファイルの形式はありますか。

　必ずＰＤＦ形式の添付ファイルとしてください。

13

　押印を省略した請求書は、電子メー

ルで提出しなければならないのです

か。

　押印を省略した場合、電子メールやファックスのほか、従来

どおり郵送や持参による提出もできます。

14

　電子メールに請求書を添付する代わ

りに、請求書を含む請求書の内容を

メール本文に記載してもよいですか。

　メール本文での請求はできません。電子メールで提出いただ

く場合は、必ずＰＤＦ形式で添付してください。

その他

15
　記載した発行責任者や担当者あてに

連絡がくることはありますか。

　提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課や

出納室から連絡さていただく場合があります。

16
　押印を省略した請求書を修正する場

合、訂正で修正できますか。

　押印を省略した請求書については修正できませんので、再度

作成をお願いします。


